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平 成 2 5 年 ３ 月 ６ 日 

全国体験活動指導者認定委員会 

自 然 体 験 活 動 部 会 制 定 

平 成 2 6 年 ２ 月 2 0 日 

一 部 改 正 

平 成 2 6 年 ６ 月 2 7 日 

一 部 改 正  

平 成 2 7 年 ３ 月 ４ 日 

一 部 改 正 

 

養成団体の認定等に関する細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、全国体験活動指導者認定委員会自然体験活動部会（以下、「自然部会」とい

う。）規則第２条第６号の規定に基づき、自然体験活動にかかる指導者を養成する講習会（以下、

「養成講習」という。）を実施する団体（以下、「養成団体」という。）の認定及びその取り消

し並びに登録に関する手続き等について定める。 

 

（認定にかかる申請方法） 

第２条 養成団体の認定及び登録を希望する団体は、別記様式１「養成団体認定申請書」及び別記

様式２「年間養成講習計画／報告」並びに別記様式３「養成講習実施申請書」を電磁的方法又は

書面にて自然部会に提出する。 

２ 養成団体の認定等に関する規程（以下、「養成団体規程」という。）第３条第２号で定める役

職員名簿の書式は任意とし、氏名、役職名、年齢、住所、雇用形態を必須項目とする。 

３ 養成団体規程第３条第３号で定める団体が行う自然体験活動の状況がわかるものは、２年以内

のものとする。 

 

（登録証の交付） 

第３条 養成団体と認定された団体には、別記様式17「登録証」を交付する。 

 

（認定内容の変更） 

第４条 養成団体は、認定内容に変更が生じた場合、別記様式４「養成団体認定内容変更届」を電

磁的方法又は書面にて自然部会に提出する。 

 

（認定の取り下げにかかる申請方法） 

第５条 養成団体が認定の取り下げを申請する場合は、別記様式５「養成団体認定取り下げ届」を

電磁的方法又は書面にて自然部会に提出する。 

 

（養成講習計画の変更） 

第６条 養成団体は、養成講習計画に変更が生じた場合、別記様式６「養成講習計画変更届」を電

磁的方法又は書面にて自然部会に提出する。 

 

（養成講習の実施申請） 

第７条 養成団体は、自然体験活動指導者認定制度に関する規則（以下、「認定制度規則」という。）

第５条第４項に基づき、養成講習の実施申請を行う。 

 



- 18 -  

２ 養成講習の申請は、別記様式３「養成講習実施申請書」及び講師プロフィール、並びに養成団

体が作成する募集要項又は開催要項を電磁的方法にて自然部会に提出する。 

３ 講習日程及び講習会場が未定の場合は受け付けない。 

 

（養成講習の実施報告） 

第８条 養成団体は、養成講習における「概論」終了後１ヶ月以内に別記様式９「養成講習修了/

履修者名簿」を電磁的方法又は書面にて自然部会に提出する。 

  

（試験） 

第９条 養成団体は、認定制度規則第４条第５項に基づき、概論終了時に修了試験又は履修試験を

行い、合否を判定する。 

２ 修了試験は、30分の筆記試験とし、100点満点中60点以上を合格とする。 

３ 試験の問題作成、実施、採点は主任講師（講習管理者）が行う。 

４ 試験問題は、問題の解答及び配点並びに採点基準を添えて、第７条の養成講習の実施申請時に

自然部会に提出する。 

 

 

（履修証の発行） 

第 10条 養成団体は、認定制度規則第４条に基づき、概論Ⅱ又は概論Ⅲの履修者に別記様式７「履

修証」を発行する。 

 

（修了証の発行） 

第 11 条 養成団体は、認定制度規則第４条に基づき、概論Ⅰの修了者に別記様式８「修了証」を

発行する。 

 

（履修表の発行） 

第 12条 養成団体は、受講者が概論の科目を複数の養成講習で受講する場合、別記様式 11「自然

体験活動指導者養成講習（概論） 履修表（受講票）」を発行し、その履修を証明する。 

２ 養成団体は、受講者が演習の科目を受講する場合、別記様式 12「自然体験活動指導者養成講

習（演習） 履修表（受講票）」を発行し、その履修を証明する。 

 

附 則 

この細則は、平成 25年３月６日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成26年６月 27日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成27年３月４日から施行する。 
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平 成 2 5 年 ３ 月 ６ 日 

全国体験活動指導者認定委員会 

自 然 体 験 活 動 部 会 制 定 

平 成 2 5 年 ５ 月 ９ 日 

一 部 改 正 

平 成 2 6 年 ６ 月 2 7 日 

一 部 改 正 

平 成 2 8 年 ３ 月 3 1 日 

一 部 改 正 

平 成 3 1 年 ３ 月 ４ 日 

一 部 改 正 

令 和 元 年 ７ 月 1 2 日 

一 部 改 正 

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

一 部 改 正 

 

 

 

自然体験活動指導者の認定等に関する細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、全国体験活動指導者認定委員会自然体験活動部会（以下、「自然部会」とい

う。）規則第２条第６号の規定に基づき、自然体験活動指導者認定制度に関する規則第２条に定

める指導者（以下、「指導者」という。）の資格の認定及びその取り消し並びに登録に関する手

続きについて定める。 

 

（自然体験活動指導者（リーダー）の指導者申請の手続き） 

第２条 自然体験活動指導者（リーダー）の認定及び登録を希望する者は、別記様式 10「自然体

験活動指導者資格取得申請書」（以下、「別記様式 10 申請書」という。）及び養成団体の認定

等に関する細則第 11 条に定める修了証（以下、「修了証」という。）を電磁的方法又は書面に

て自然部会に提出する。 

２ 別記様式 10 申請書の提出は、修了証の発行日から原則半年以内とする。ただし、なんらかの

事情により半年を超えて申請する場合は、理由書の提出を求める。 

３ 自然体験活動にかかる指導者を養成する講習会を実施する団体（以下、「養成団体」という。）

が資格認定及び登録を希望する者を取りまとめて申請する場合、別記様式９「養成講習修了者名

簿」及び修了証を電磁的方法又は書面にて自然部会に提出する。 

 

（自然体験活動上級指導者（インストラクター）又は自然体験活動総括指導者（コーディネーター）

の指導者申請の手続き） 

第３条 自然体験活動上級指導者（インストラクター）又は自然体験活動総括指導者（コーディネ

ーター）の認定及び登録を希望する者は、別記様式 10 申請書及び養成団体の認定等に関する細

則第10条に定める履修証（以下、「履修証」という。）並びに同第 12条第２項に定める履修表

を電磁的方法又は書面にて自然部会に提出する。 
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２ 別記様式 10 申請書の提出は履修証の発行日から原則２年以内とする。ただし、なんらかの事

情により２年を超えて申請する場合は、理由書の提出を求める。 

 

（登録の更新） 

第４条 「自然体験活動の安全管理」の科目は、自然体験活動上級指導者（インストラクター）の

更新ではインストラクター養成講習、自然体験活動総括指導者（コーディネーター）の更新ではコ

ーディネーター養成講習において受講しなければならない。 

２ 前項に関わらず、養成団体が行う独自の自然体験活動に関する安全管理講習会を受講または運

営をした場合も、講習会を受講したものとみなすことができる。ただし、自然体験活動部会が認め

た講習会に限る。 

３ 更新講習を行うことが出来る団体は、自然部会もしくは NEAL 指導者養成団体かつ自然体験活

動指導者（リーダー）、自然体験活動上級指導者（インストラクター）、自然体験活動総括指導者

（コーディネーター）養成講習の概論をいずれか一つでも実施した経験があることとする。 

４ 登録の有効期限が切れた年から原則として 3年度以内に限り、登録更新手続きすることを可能

とする。ただし、なんらかの事情により 3年度を超えて申請する場合は、理由書の提出を求める。 

 

（指導者の登録内容変更の手続き） 

第５条 指導者は、登録された内容に変更が生じた場合、別記様式 13「登録内容変更申請書」を

電磁的方法又は書面にて自然部会に提出する。 

 

（登録証再発行の手数料） 

第６条 登録証再発行の手数料は、２千円とする。 

 

附 則 

 １ この細則は、平成 25年３月６日から施行する。 

 ２ 平成 25 年度に実施する試行事業の修了者については、自然体験活動指導者として認定及

び登録をするものとする。 

附 則 

この細則は、平成25年５月９日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成26年６月 27日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成28年３月31日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成31年３月４日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和元年７月12日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和２年３月30日から施行する。 
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平成 29 年６月 22 日 

全国体験活動指導者認定委員会 

自 然 体 験 活 動 部 会 制 定 

令和６年 12 月 13 日 

一 部 改 正 

 

 

主任講師（講習管理者）講習受講資格の付与に関する細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、主任講師（講習管理者）の認定等に関する規程第３条第２項の規定に基づき

定める。 

 

（認定条件） 

第２条 主任講師（講習管理者）の認定等に関する規程第３条第２項における別に定める認定要件

は、主任講師（講習管理者）の認定等に関する規程第３条第１項第２号に該当し、別記「主任講

師（講習管理者）講習主任講師（講習管理者）講習参加のための推薦状」（様式 22-1）及び「主

任講師（講習管理者）講習受講資格の付与に関する推薦状」（様式 22-2）を自然部会に提出し、

その審査に合格した者とする。 

 

（その他） 

第３条 主任講師（講習管理者）と認定された者には、併せて自然体験活動総括指導者（コーディ

ネーター）の資格も付与する。 

 

附 則 

この細則は、平成29年６月 22日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和６年 12月13日から施行する。 
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令和６年 12 月 13 日 

全国体験活動指導者認定委員会 

自 然 体 験 活 動 部 会 制 定 

 

 

主任講師（講習管理者）講習会への参加手続きに関する細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、主任講師（講習管理者）の認定等に関する規程第３条の規定に基づき主

任講師（講習管理者）講習の受講手続きについて定める。 

 

（受講申込） 

第２条 主任講師（講習管理者）講習の受講を希望する者は、参加申し込みフォーム（様式２

１―オンライン）に必要事項を入力すると共に、「主任講師（講習管理者）講習参加のための推薦

状（様式２２）」を提出しなければならない。 

 

（受講要件） 

第３条 受講要件は主任講師（講習管理者）の認定等に関する規程 第３条第１項①②を満た

す者とし、自然部会事務局は参加申し込みフォーム及び前条の推薦状によってこれらを確認した上

で申込を受け付ける。 

２ 学校教員を対象とした主任講師講習（講習管理者）を受講する自然体験活動総括指導者（コ

ーディネーター）の資格を有していない者は、前項に加えて以下④～⑦も満たしていること。 

④ 勤務する先の所属長からの推薦がある。 

⑤ 大学や短大、専門学校等学校に所属している（教鞭をとっていることが望ましい）。  

⑥ 自然体験活動指導者（リーダー）以上の登録がある。または養成内容について充分に理解

している。 

⑦ 所属する学校で野外教育や自然体験に関する授業や講座を実施している、または野外教育

や自然体験活動に関する論文や著作がある。 

３ 学校教員を対象とした主任講師講習（講習管理者）を受講する者は、主任講師（講習管理

者）講習受講後の以下の制限について同意していること。 

① 自身が所属する大学・短大・専門学校・高等学校等学校でのみ主任講師（講習管理者）と

して指導者養成ができること。ただし、主任講師（講習管理者）として養成講習を実施した経験が

ある場合、1期（3年）経過後、この条件は解除される。条件の解除にあたっては 1期の実績を見

たうえで自然部会にて審査をして判断する。 

② 自身が所属する大学・短大・専門学校・高等学校等学校が養成団体登録後でなければ養成

講習を開くことはできないこと。 

 

附 則 

この細則は、令和６年 12月13日から施行する。 
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ＮＰＯ法人自然体験活動推進協議会（以下、「ＣＯＮＥ」という。）会員団体の養成団体認定 

及び自然体験活動トレーナーの主任講師（講習管理者）認定に関するＣＯＮＥ内規 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は、ＣＯＮＥ会員団体の養成団体認定及び自然体験活動トレーナーの主任講師

（講習管理者）認定に関する手続きについて定める。 

 

（養成団体の申請） 

第２条 ＣＯＮＥ正会員団体で養成団体の認定を希望する団体の申請は、ＣＯＮＥを通じて行う。 

２ ＣＯＮＥは、前項の認定料を自然部会に納める。 

 

（主任講師（講習管理者）の申請） 

第３条 自然体験活動トレーナーで主任講師（講習管理者）の認定及び登録を希望する者は、別記

様式 15「主任講師（講習管理者）登録申請書（ＣＯＮＥトレーナー用）」を、ＣＯＮＥを通じ

て申請する。 

２ ＣＯＮＥは、前項の登録料を自然部会に納める。 

 

附 則 

この内規は、平成25年３月６日から施行する。 

 

 

 

 


